
Ｑ
．『セ

ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
』
は

当
事
者
間
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
企
業

に
も
そ
の
責
任
が
生
じ
て
く
る
場
合
が

あ
る
そ
う
で
す
が
？

Ａ
．改

正
男
女
雇
用
機
会
均
等
法

に
お
い
て
、
事
業
主
は
セ
ク

．

．

．

．

．

ハ
ラ
が
発
生
し
な
い
よ
う
す

す
る
配
慮
義
務
が
課
さ
れ
た
。

平
成
１
１
年
の
改
正
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
は
、
わ

が
国
で
は
初
め
て
法
律
の
中
で
『
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
』
に
関
す
る
規
定
を
置
き
ま
し
た
。

改
正
均
等
法
の
施
行
に
よ
り
、
セ
ク
ハ
ラ
被
害
者
は

そ
の
被
害
を
立
証
で
き
れ
ば
企
業
側
の
責
任
を
追
求

す
る
こ
と
が
容
易
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
セ
ク
ハ
ラ

訴
訟
が
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
企
業
は

雇
用
管
理
上
の
重
要
な
問
題
と
し
て
、
セ
ク
ハ
ラ
対

策
に
真
剣
に
取
り
組
む
時
期
に
あ
る
と
い
え
ま
す

セ
ク
ハ
ラ
防
止
の
配
慮
義
務

事
業
主
は
職
場
に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
の
発
生
を
未
然

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

に
防
止
す
る
た
め
に
、
次
の
雇
用
管
理
上
の
配
慮
義

務
が
課
さ
れ
た
。

①
事
業
主
の
方
針
の
明
確
化
及
び
そ
の
周
知
・
啓
発

②
相
談
・
苦
情
へ
の
対
応

③
セ
ク
ハ
ラ
が
生
じ
た
場
合
の
迅
速
・
適
切
な
対
応

職
場
に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
と
は
？

＊
以
下
の
３
つ
の
項
目
を
全
て
満
た
す
場
合
を
い
う

①
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

②
女
性
の
意
に
反
す
る
性
的
な
言
動

③
そ
れ
に
対
す
る
女
性
の
対
応
に
よ
り
、
女
性
が

労
働
条
件
に
つ
い
て
不
利
益
を
受
け
た
り
（
対

価
型
セ
ク
ハ
ラ

、
就
業
環
境
が
害
さ
れ
た
り

）

す
る
も
の
（
環
境
型
セ
ク
ハ
ラ
）

＊
対
価
型
セ
ク
ハ
ラ
と
は
？

女
性
社
員
を
食
事
に
誘
っ
た
が
断
ら
れ
た
た
め

そ
の
女
性
社
員
を
解
雇
に
し
た

＊
環
境
型
セ
ク
ハ
ラ
と
は
？

職
場
に
ア
ダ
ル
ト
雑
誌
を
お
い
た
り
、
女
性
社

員
に
む
や
み
に
触
れ
た
り
し
て
、
そ
の
女
性
社

員
が
不
快
に
思
い
労
働
環
境
が
害
さ
れ
た

職
場
と
は
？

女
性
が
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
場
所
を
い
い

概
ね
次
の
場
所
が
該
当
す
る
。

＊
通
常
の
勤
務
場
所

＊
取
引
先
の
事
務
所

＊
業
務
で
使
用
す
る
車
中

＊
出
張
訪
問
先
（
出
張
中
を
含
む
）

＊
接
待
の
場
所
、
宴
会
場

＊
顧
客
の
自
宅

＊
取
材
先

セ
ク
ハ
ラ
行
為
者

セ
ク
ハ
ラ
行
為
者
と
な
り
得
る
者
の
範
囲
は

概
ね
次
の
者
が
該
当
す
る
。

＊
事
業
主
、
上
司
、
同
僚

＊
取
引
先
の
担
当
者
、
顧
客

セ
ク
ハ
ラ
に
お
け
る
企
業
責
任

セ
ク
ハ
ラ
が
あ
っ
た
場
合
、
行
為
者
自
身
に
法
的

責
任
が
問
わ
れ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
使

用
者
と
し
て
の
企
業
に
も
法
的
責
任
が
生
じ
る
場

合
が
あ
る
。
主
な
も
の
と
し
て
、

＊
民
法
７
１
５
条
（
使
用
者
責
任
）

＊
民
法
４
１
５
条
（
債
務
不
履
行
責
任
）

セ
ク
ハ
ラ
訴
訟
で
は
、
セ
ク
ハ
ラ
行
為
者
お
よ
び

企
業
を
被
告
人
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
す
る
の
が

一
般
的
で
す
。

企
業
の
対
応

使
用
者
は
均
等
法
上
の
配
慮
義
務
を
つ
く
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
リ
ス
ク
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

使
用
者
責
任
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
次
の
対
応

が
最
低
限
必
要
と
さ
れ
る
。

①
事
業
主
の
方
針
の
明
確
化
及
び
そ
の
周
知
・
啓
発

＊
就
業
規
則
に
定
め
る

・
セ
ク
ハ
ラ
禁
止
を
明
記

・
懲
戒
を
明
記

＊
啓
発
・
研
修

②
苦
情
処
理
体
制
を
整
え
る

＊
相
談
・
苦
情
窓
口
の
設
置

＊
相
談
・
苦
情
体
制
の
整
備

③
事
後
の
適
切
な
処
置

＊
事
実
確
認
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

＊
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
厳
守

＊
被
害
者
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア

＊
就
業
規
則
に
基
づ
く
懲
戒
処
分

＊
状
況
に
応
じ
た
配
置
転
換

＊
監
督
者
研
修


